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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

日
本
国
と
欧
州
連
合
及
び
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
の
戦
略
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承

認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

こ
の
協
定
は
、
我
が
国
と
欧
州
連
合
及
び
欧
州
連
合
構
成
国
と
の
間
で
、
幅
広
い
分
野
に
お
け
る
協
力
を
促
進
し
、
戦
略
的

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
強
化
す
る
た
め
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
も
の
で
あ
り
、
二
〇
一
八
年
（
平
成
三
十
年
）
七
月
十
七
日
に

東
京
で
署
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
協
定
は
、
前
文
、
本
文
五
十
一
箇
条
及
び
末
文
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
協
定
は
、
両
締
約
者
が
共
通
の
関
心
事
項
に
関
す
る
政
治
的
な
協
力
及
び
分
野
別
の
協
力
並
び
に
共
同
行
動
を
促
進

す
る
こ
と
に
よ
り
、
両
締
約
者
間
の
全
般
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
強
化
す
る
こ
と
等
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
両
締
約
者
は
、
前
記
一
に
定
め
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
相
互
尊
重
、
平
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
及
び
国
際
法
の
尊

重
の
原
則
に
基
づ
い
て
こ
の
協
定
を
実
施
す
る
。

三
、
両
締
約
者
は
以
下
の
分
野
に
お
い
て
、
対
話
、
協
力
等
を
行
い
、
両
締
約
者
間
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
強
化
す
る
。

民
主
主
義
・
法
の
支
配
・
人
権
（
世
界
人
権
宣
言
等
の
尊
重
）
・
基
本
的
自
由
、
平
和
及
び
安
全
の
促
進
、
危
機
管
理
及
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び
平
和
構
築
、
大
量
破
壊
兵
器
及
び
そ
の
運
搬
手
段
、
小
型
武
器
及
び
軽
兵
器
を
含
む
通
常
兵
器
、
国
際
的
な
関
心
事
項

で
あ
る
重
大
な
犯
罪
及
び
国
際
刑
事
裁
判
所
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
、
化
学
剤
・
生
物
剤
・
放
射
性
物
質
・
核
に
つ
い
て
の

リ
ス
ク
の
軽
減
、
国
際
的
及
び
地
域
的
な
協
力
並
び
に
国
際
連
合
の
改
革
、
開
発
（
持
続
可
能
な
開
発
及
び
貧
困
の
撲
滅

を
含
む
）
に
関
す
る
政
策
、
防
災
及
び
人
道
的
活
動
、
経
済
及
び
金
融
に
関
す
る
政
策
、
科
学
・
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
、
運
輸
（
航
空
、
海
上
運
輸
、
鉄
道
を
含
む
）
、
宇
宙
空
間
、
産
業
協
力
、
税
関
、
租
税
、
観
光
、
情
報
通
信
技
術
、

消
費
者
に
関
す
る
政
策
、
環
境
（
資
源
の
効
率
的
な
利
用
、
生
物
の
多
様
性
等
）
、
気
候
変
動
（
パ
リ
協
定
の
実
施
を
含

む
）
、
都
市
に
関
す
る
政
策
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
農
業
、
漁
業
、
海
洋
問
題
、
雇
用
及
び
社
会
問
題
、
保
健
、
司
法
協
力
、

腐
敗
行
為
及
び
組
織
犯
罪
と
の
戦
い
、
資
金
洗
浄
及
び
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
資
金
供
与
と
の
戦
い
、
不
正
な
薬
物
と
の

戦
い
、
サ
イ
バ
ー
に
係
る
問
題
に
関
す
る
協
力
、
乗
客
予
約
記
録
、
移
住
、
個
人
情
報
の
保
護
、
教
育
・
青
少
年
・
ス

ポ
ー
ツ
、
文
化

四
、
両
締
約
者
の
代
表
者
を
共
同
議
長
と
す
る
合
同
委
員
会
を
設
置
し
、
同
委
員
会
は
、
こ
の
協
定
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
全

般
的
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
調
整
す
る
こ
と
等
を
行
う
。

五
、
両
締
約
者
は
、
こ
の
協
定
の
解
釈
、
適
用
又
は
実
施
に
関
す
る
紛
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
適
時
に
、
か
つ
、
友
好
的
な
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方
法
に
よ
り
当
該
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
、
相
互
に
協
議
し
、
及
び
協
力
す
る
た
め
の
努
力
を
強
化
す
る
。

六
、
こ
の
協
定
は
、
日
本
国
の
批
准
書
並
び
に
連
合
締
約
者
に
よ
る
承
認
及
び
批
准
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
文
書
が
交

換
さ
れ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
々
月
の
初
日
に
効
力
を
生
ず
る
。
こ
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
及
び
連
合
は
、
一
部

の
規
定
を
こ
の
協
定
の
効
力
発
生
ま
で
の
間
適
用
す
る
。


